
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 障害者差別解消法が改正され、事業所の皆様も『合理的配慮の提供』が義務化されました。この研修で

は、「合理的配慮の提供」について理解を深めていただけます。「障害者からの求めに対してどう対応し

たらよいか」わかりやすく説明しますので是非参加してください。 

 

 

・内容：１障害者差別解消法及び県条例の説明（県職員より説明） 
     

 

 

埼玉県・深谷市共催 

 
埼玉県マスコット  
コバトン＆さいたまっち 

参加費無料 

     ２グループワーク型研修「障害平等研修（DET 研修）」 
      講師：「DET 埼玉」のファシリテーター 

＊障害平等研修（DET 研修）：障害をもった講師がファシリテータ（進行役）となり、 

     グループワークやイラストなどを活用して学ぶ発見型の研修です 

     


